
型
の
機
能
を
持
つ
政
令
指
定
都
市
を

目
指
す
た
め
、
大
同
団
結
に
よ
る

編
入
合
併
が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
新
潟
市

以
外
の
議
員
が
失
職
し
て
、
市
町
村

ご
と
に
増
員
選
挙
を
行
う
定
数
特
例

と
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
地
域
住
民
の
声
を
施
策
に

十
分
反
映
さ
せ
る
た
め
の
地
域
審
議

会
を
、
合
併
前
十
一
市
町
村
の
区

域
を
単
位
に
設
置
す
る
こ
と
も
決
ま

り
ま
し
た
。

な
お
、
合
併
に
向
け
て
の
取
り
組

み
に
対
し
て
、
国
な
ど
か
ら
の
支
援

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
合
併
重
点

支
援
地
域
の
指
定
を
県
に
申
請
す
る

こ
と
が
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
（
※
）。

岩
室
村
の
協
議
会

参

加

を

了

承

岩
室
村
か
ら
新
潟
地
域
合
併
問
題

協
議
会
へ
の
参
加
申
し
入
れ
が
あ

り
、
協
議
の
結
果
、
岩
室
村
の
参
加

が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。
次
回
の
協
議

会
で
、
正
式
に
加
入
が
決
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

※
合
併
重
点
支
援
地
域
に
つ
い
て

は
、
三
月
五
日
に
県
か
ら
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

協
議
の
詳
し
い
内
容
や
合
併
建
設

計
画
に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
以
降

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

事
務
事
業
な
ど
行
政
制
度

の
調
整
方
針
を
了
承

前
回
の
協
議
会
で
新
潟
市
の
制
度

を
「
適
用
」
ま
た
は
「
統
一
」
す
る

こ
と
と
な
っ
た
九
十
一
件
の
事
務
事

早
期
に
統
合
す
る
よ
う
調
整
に
努
め

る
。

・
各
市
町
村
独
自
の
団
体
は
、
自
主

的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
。

ま
た
、
新
潟
市
以
外
の
市
町
村
が

交
付
し
て
い
る
各
種
団
体
へ
の
補
助

金
・
交
付
金
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

も
、
次
の
よ
う
に
調
整
す
る
と
し
た

案
が
、
原
案
ど
お
り
了
承
さ
れ
ま
し

た
。

・
合
併
関
係
市
町
村
で
同
一
あ
る
い

は
同
種
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
で

き
る
だ
け
早
い
機
会
に
関
係
団
体
な

ど
の
理
解
と
協
力
を
得
て
統
一
の
方

向
で
調
整
す
る
。
統
一
ま
で
の
当
分

の
間
は
、
従
来
の
実
績
に
配
慮
す
る

が
、
合
併
後
の
市
域
内
に
お
い
て
均

衡
を
失
し
な
い
よ
う
調
整
を
図
る
。

・
各
市
町
村
独
自
の
補
助
金
に
つ
い

て
は
、
従
来
の
実
績
に
配
慮
す
る
が
、

合
併
後
の
市
域
内
に
お
い
て
均
衡
を

失
し
な
い
よ
う
調
整
を
図
る
。

合
併
建
設
計
画
の

総
論
部
分
を
協
議

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な

る
合
併
建
設
計
画
に
つ
い
て
は
、
前

回
の
骨
子
に
基
づ
い
た
総
論
部
分
が

示
さ
れ
ま
し
た
。
総
論
の
原
案
は
了

承
さ
れ
、
今
後
示
さ
れ
る
各
論
や
財

政
計
画
と
と
も
に
、
最
終
的
な
調
整

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

編
入
方
式
に
よ
る
合
併
と

地
域
審
議
会
の
設
置

合
併
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
分
権
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広
報
に
い
つ
は
古
紙
配
合
率
100
％
の
再
生
紙
を
利
用
し
て
い
ま
す

3月15日
別冊

業
（
二
月
十
五
日
号
別
冊
を
ご
覧
く

だ
さ
い
）
に
加
え
て
、
今
回
の
協
議

会
で
は
、
八
十
五
件
の
事
務
事
業
の

調
整
方
針
が
原
案
ど
お
り
了
承
さ
れ

ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
検
討
を
行
っ
て
き
た
二

百
二
十
七
件
の
事
務
事
業
の
う
ち
、

残
り
の
五
十
一
件
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
協
議
会
で
調
整
方
針
が
決
め
ら

れ
ま
す
。

関
係
市
町
村
内
に
あ
る
公
共
的
団

体
な
ど
（
福
祉
関
係
団
体
や
産
業
関

係
団
体
な
ど
）
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
は
、
一
元
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
実
情
を
尊
重
し
な
が
ら
次
の
よ

う
に
調
整
す
る
と
し
た
案
が
、
原
案

ど
お
り
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

・
合
併
関
係
市
町
村
に
共
通
し
て
い

る
団
体
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
よ

う
調
整
に
努
め
る
。
な
お
、
統
合
に

時
間
を
要
す
る
団
体
は
、
合
併
後
、

二
月
二
十
一
日
、
新
潟
市
で
第
五
回
新

潟
地
域
合
併
問
題
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

協
議
会
で
は
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
協

議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①
事
務
事
業
調
整
方
針

②
事
務
事
業
以
外
の
行
政
制
度
調
整
方
針

・
公
共
的
団
体
な
ど
の
取
り
扱
い

・
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
・
交
付
金
の

取
り
扱
い

③
合
併
建
設
計
画（
総
論
）

④
合
併
の
方
式
な
ど

・
合
併
の
方
式

・
議
会
の
議
員
の
任
期
お
よ
び
定
数
の

取
り
扱
い

・
地
域
審
議
会

⑤
合
併
重
点
支
援
地
域
の
指
定

⑥
岩
室
村
の
参
加
申
し
入
れ

今
号
で
は
協
議
結
果
の
概
要
と
、
合
併

建
設
計
画
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

新潟地域合併問題協議会
の概要をお知らせします

第5回


